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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の撮影室で使用可能な可搬型放射線画像撮影装置と、
　前記複数の撮影室のうち、撮影の際に対応付けられた一の撮影室又は予め対応付けられ
た一の撮影室内に存在する前記可搬型放射線画像撮影装置のアイコンを画面上に表示可能
なコンソールと、
　前記可搬型放射線画像撮影装置の識別情報と撮影室の識別情報とを対応付けて記憶する
記憶手段と、
　複数の撮影室のそれぞれに備えられ、前記可搬型放射線画像撮影装置が持ち込まれた際
、持ち込まれた前記可搬型放射線画像撮影装置の識別情報を対応する前記コンソールに通
知するとともに、前記可搬型放射線画像撮影装置の識別情報と撮影室の識別情報とを対応
付けて前記記憶手段に記憶させる登録手段と、を備え、
　前記登録手段により前記可搬型放射線画像撮影装置の識別情報が通知されると、対応す
る前記コンソールの画面上に当該可搬型放射線画像撮影装置に対応するアイコンを表示し
、
　前記登録手段により前記可搬型放射線画像撮影装置の識別情報と前記撮影室の識別情報
とを対応付けて前記記憶手段に記憶させる際、当該可搬型放射線画像撮影装置の識別情報
が既に他の撮影室の識別情報と対応付けられて記憶されていた場合にはその対応付けを破
棄するとともに、前記他の撮影室に対応する前記コンソールの画面から当該可搬型放射線
画像撮影装置に対応するアイコンを削除することを特徴とする放射線画像撮影システム。
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【請求項２】
　ブッキー装置を備え、
　前記ブッキー装置には、当該ブッキー装置に装填された前記可搬型放射線画像撮影装置
に、当該ブッキー装置の識別情報を通知する通知手段が設けられており、
　前記可搬型放射線画像撮影装置は、前記通知手段から前記ブッキー装置の識別情報の通
知を受けると、それと自らの識別情報とをともに前記コンソールに送信し、
　前記コンソールは、前記可搬型放射線画像撮影装置から自らの識別情報と前記ブッキー
装置の識別情報とがともに送信されてくると、前記画面上に、当該ブッキー装置に当該可
搬型放射線画像撮影装置が装填されていることをアイコン表示することを特徴とする請求
項１に記載の放射線画像撮影システム。
【請求項３】
　前記撮影室内に、放射線を照射する少なくとも１つの放射線発生装置を備え、
　前記可搬型放射線画像撮影装置と前記通知手段とが接続されると、前記通知手段に対応
する前記ブッキー装置に放射線を照射する前記放射線発生装置を起動させることを特徴と
する請求項２に記載の放射線画像撮影システム。
【請求項４】
　前記コンソールは、前記画面上でのアイコン操作により前記可搬型放射線画像撮影装置
を装填する前記ブッキー装置が指定されると、当該ブッキー装置に放射線を照射する前記
放射線発生装置を起動させることを特徴とする請求項３に記載の放射線画像撮影システム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放射線画像撮影システムに係り、特に、複数の撮影室を備える放射線画像撮
影システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、病気診断等を目的として、Ｘ線画像に代表される、放射線を用いて撮影された放
射線画像が広く用いられている。こうした医療用の放射線画像は、従来、スクリーンフィ
ルムを用いて撮影されていたが、近年は、放射線画像のデジタル化が実現されており、例
えば、被写体を透過した放射線を輝尽性蛍光体層が形成された輝尽性蛍光体シートに蓄積
させた後、この輝尽性蛍光体シートをレーザ光で走査し、これにより輝尽性蛍光体シート
から発光される輝尽光を光電変換して画像データを得るＣＲ（Ｃｏｍｐｕｔｅｄ　Ｒａｄ
ｉｏｇｒａｐｈｙ）装置が広く普及している。
【０００３】
　このようなＣＲ装置においては、放射線画像撮影の際、スクリーンフィルムや輝尽性蛍
光体シート等の記録媒体を内部に収納したカセッテ（例えば特許文献１～３参照。以下、
ＣＲカセッテという。）がブッキー装置等に装填された状態で用いられることが多い。そ
して、このＣＲカセッテは、従来のスクリーンフィルム用のカセッテを装填して用いるも
のとして導入された既存のブッキー装置等に装填して用いることができるように、従来の
スクリーンフィルム用のカセッテにおけるＪＩＳ規格サイズに倣って、設計・製造される
ことが多い。
【０００４】
　ＣＲカセッテをこのように設計・製造することで、スクリーンフィルム用のカセッテと
ＣＲカセッテのサイズが統一され、それらの互換性を維持した状態で、スクリーンフィル
ム用の既存施設の有効活用を図ることが可能となる。また、同時に、画像データのデジタ
ル化を達成することも可能となる。
【０００５】
　ところで、最近では、医療用の放射線画像を得る手段として、照射された放射線を検出
しデジタル画像データとして取得する検出器、すなわち放射線画像撮影装置として、ＦＰ
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Ｄ（Ｆｌａｔ　Ｐａｎｅｌ　Ｄｅｔｅｃｔｏｒ）が開発されている。そして、さらにこの
ＦＰＤをハウジングに収納した可搬型で、ＣＲカセッテと互換サイズの放射線画像撮影装
置が開発されている（例えば特許文献４参照）。
【０００６】
　このようなＣＲカセッテと互換サイズのＦＰＤカセッテは、その可搬性から、１つのＦ
ＰＤカセッテを各撮影室にわたって共通使用することが想定され、各撮影室に配置された
Ｘ線管球およびブッキー装置と組み合わされて使用された時、ＦＰＤカセッテから得られ
た画像データに、それぞれの組合せに最適な補正を行い、最終的に均一な画像データを得
るシステムが知られている（例えば特許文献５、６参照）。
【０００７】
　さらに、組合せ検知の具体的方法として、特許文献７には、ＦＰＤカセッテに固定検知
部とマーク検知部とを設けておき、ＦＰＤカセッテをブッキー装置のカセッテホルダに装
填すると、ＦＰＤカセッテの固定検知部がカセッテホルダに設けられた固定部と接触する
と、ＦＰＤカセッテのマーク検知部がカセッテホルダに備えられたマークを読み取り、マ
ーク中に記録されているブッキー装置のＩＤ情報等とＦＰＤカセッテのＩＤ情報等をケー
ブル等を介して外部装置に送信し、撮影に最適な画像処理（補正）パラメータを選択する
技術が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００５－１２１７８３号公報
【特許文献２】特開２００５－１１４９４４号公報
【特許文献３】特開２００２－１５６７１７号公報
【特許文献４】国際公開第２００９／０５１０１７号パンフレット
【特許文献５】特開平１０－２０６５５３号公報
【特許文献６】特開平１１－１１３８８９号公報
【特許文献７】特開２００２－３３６２２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、ＣＲカセッテを装填する既存のブッキー装置には、多くの場合、上記の
ような固定部やマークは設けられておらず、また、外部装置と情報を送受信するためのケ
ーブルが接続されていないブッキー装置も多い。そのため、上記の特許文献７に記載の技
術が適用できるように、ＦＰＤカセッテ装填後にマークが読み取れるよう既存のブッキー
装置に固定部やマークを設け、或いはケーブルを接続して外部装置と情報を送受信できる
ようにする等の改造を施すと、改造に要するコストが嵩んでしまうという問題がある。
【００１０】
　また、後述するように、ＦＰＤカセッテには、ブッキー装置等に装填せずに、いわば単
独の状態で例えば患者とベッドとの間に挿入する等して放射線画像撮影に用いることが可
能であるという利点がある。しかし、ＦＰＤカセッテを単独で用いる場合には、ブッキー
装置のＩＤ情報が欠落するため、システム制御上不具合を生じる恐れがあった。
【００１１】
　本発明は、上記の点を鑑みてなされたものであり、複数の撮影室を備える放射線画像撮
影システムにおいて、可搬型放射線画像撮影装置（ＦＰＤカセッテ）を各撮影室にわたっ
て共通使用する場合に、可搬型放射線画像撮影装置がいずれの撮影室に存在するかを的確
に管理し、システム制御上の不具合の発生を回避して適切な運用を図ることが可能な放射
線画像撮影システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　前記の問題を解決するために、本発明の放射線画像撮影システムは、
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　複数の撮影室で使用可能な可搬型放射線画像撮影装置と、
　前記複数の撮影室のうち、撮影の際に対応付けられた一の撮影室又は予め対応付けられ
た一の撮影室内に存在する前記可搬型放射線画像撮影装置のアイコンを画面上に表示可能
なコンソールと、
　前記可搬型放射線画像撮影装置の識別情報と撮影室の識別情報とを対応付けて記憶する
記憶手段と、
　複数の撮影室のそれぞれに備えられ、前記可搬型放射線画像撮影装置が持ち込まれた際
、持ち込まれた前記可搬型放射線画像撮影装置の識別情報を対応する前記コンソールに通
知するとともに、前記可搬型放射線画像撮影装置の識別情報と撮影室の識別情報とを対応
付けて前記記憶手段に記憶させる登録手段と、を備え、
　前記登録手段により前記可搬型放射線画像撮影装置の識別情報が通知されると、対応す
る前記コンソールの画面上に当該可搬型放射線画像撮影装置に対応するアイコンを表示し
、
　前記登録手段により前記可搬型放射線画像撮影装置の識別情報と前記撮影室の識別情報
とを対応付けて前記記憶手段に記憶させる際、当該可搬型放射線画像撮影装置の識別情報
が既に他の撮影室の識別情報と対応付けられて記憶されていた場合にはその対応付けを破
棄するとともに、前記他の撮影室に対応する前記コンソールの画面から当該可搬型放射線
画像撮影装置に対応するアイコンを削除することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明のような方式の放射線画像撮影システムによれば、撮影室に備えられた登録手段
から放射線画像撮影装置の識別情報が通知されると、管理装置は、撮影室の識別情報と当
該放射線画像撮影装置の識別情報とを対応付けて記憶する。また、管理装置は、当該放射
線画像撮影装置の識別情報がそれ以前に他の撮影室の識別情報と対応付けられていた場合
には、当該他の撮影室の識別情報と当該放射線画像撮影装置の識別情報との対応付けを破
棄する。そのため、複数の撮影室を備える放射線画像撮影システムにおいて、放射線画像
撮影装置がいずれの撮影室に存在するかを管理装置で的確に管理することが可能となる。
【００１４】
　また、コンソールでは、撮影室に備えられた登録手段から放射線画像撮影装置の識別情
報が通知されると、表示部の当該登録手段が備えられた撮影室に対応する選択画面上に当
該放射線画像撮影装置に対応するアイコンを表示させるとともに、管理装置は、他の撮影
室の登録手段から当該放射線画像撮影装置の識別情報が通知されると、放射線画像撮影装
置が存在していた元の撮影室に対応付けられたコンソールの表示部の選択画面上から当該
放射線画像撮影装置に対応するアイコンを削除させる。そのため、撮影室内に放射線画像
撮影装置が存在するにもかかわらず当該放射線画像撮影装置の現在位置を把握できなくな
るといった不具合や、当該放射線画像撮影装置が撮影室に存在しなくなったにかかわらず
撮影室に対応付けられたコンソールの表示部の選択画面上に当該放射線画像撮影装置に対
応するアイコンが表示され続ける等の不具合が発生することを的確に回避して、放射線画
像撮影システムの適切な運用を図ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本実施形態に係る放射線画像撮影システムの全体構成を示す図である。
【図２】本実施形態に係る放射線画像撮影システムの別の全体構成を示す図である。
【図３】本実施形態に係る放射線画像撮影装置の外観斜視図である。
【図４】図３の放射線画像撮影装置を反対側から見た外観斜視図である。
【図５】図３におけるＡ－Ａ線に沿う断面図である。
【図６】放射線画像撮影装置の基板の構成を示す平面図である。
【図７】図６の基板上の小領域に形成された放射線検出素子とＴＦＴ等の構成を示す拡大
図である。
【図８】ＣＯＦやＰＣＢ基板等が取り付けられた基板を説明する側面図である。
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【図９】放射線画像撮影装置の等価回路を表すブロック図である。
【図１０】撮影室の構成を示す図である。
【図１１】放射線画像撮影装置のコネクタと通知手段のコネクタとが接続された状態を表
す外観斜視図である。
【図１２】放射線画像撮影装置がクレードルに挿入され、コネクタ同士が接続された状態
を表す断面図である。
【図１３】撮影オーダ情報の一例を示す図である。
【図１４】コンソールの表示部に表示される撮影オーダ情報が表示された選択画面の一例
を示す図である。
【図１５】コンソールの選択画面に表示されるブッキー装置や放射線画像撮影装置に対応
するアイコンの一例を示す図である。
【図１６】コンソールの選択画面に表示されるブッキー装置や放射線画像撮影装置に対応
するアイコンの一例を示す図である。
【図１７】図１５の選択画面から番号３の放射線画像撮影装置に対応するアイコンが削除
された状態を表す図である。
【図１８】コンソールを１つだけ備える放射線画像撮影システムの全体構成を示す図であ
る。
【図１９】コンソールを１つだけ備える放射線画像撮影システムの別の全体構成を示す図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明に係る放射線画像撮影システムの実施の形態について、図面を参照して説
明する。ただし、本発明は以下の図示例のものに限定されるものではない。
【００１７】
　本実施形態に係る放射線画像撮影システム１００は、病院や医院内で行われる放射線画
像撮影を想定したシステムであり、図１に示すように、複数の撮影室Ｒ（Ｒ１～Ｒ４）と
複数のコンソールＣ（Ｃ１～Ｃ３）とが所定の接続の仕方で接続されており、複数のコン
ソールＣと、放射線画像撮影システム１００内の情報等を管理するサーバ等からなる管理
装置ＳがネットワークＮを介して接続されている。
【００１８】
　図示を省略するが、ネットワークＮにさらにＨＩＳ（Ｈｏｓｐｉｔａｌ　Ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）やＲＩＳ（Ｒａｄｉｏｌｏｇｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　
Ｓｙｓｔｅｍ）が接続されるように構成することも可能であり、さらに、例えばコンソー
ルＣから出力された画像データに基づいて放射線画像をフィルムなどの画像記録媒体に記
録して出力するイメージャ等が適宜接続される。
【００１９】
　なお、放射線画像撮影システム１００の構成は、図１に示した例に限らず、例えば、図
２に示すように、複数の撮影室Ｒ（Ｒ１～Ｒ４）と複数のコンソールＣ（Ｃ１～Ｃ３）と
管理装置Ｓ等がそれぞれネットワークＮを介して接続されるように構成することも可能で
ある。
【００２０】
　ここで、まず、放射線画像撮影システム１００で放射線画像撮影に用いられる可搬型放
射線画像撮影装置１について説明する。
【００２１】
　なお、以下、可搬型放射線画像撮影装置を単に放射線画像撮影装置と表す。また、以下
では、放射線画像撮影装置１として、シンチレータ等を備え、放射された放射線を可視光
等の他の波長の電磁波に変換して電気信号を得るいわゆる間接型の放射線画像撮影装置に
ついて説明するが、本発明は、シンチレータ等を介さずに放射線を放射線検出素子で直接
検出する、いわゆる直接型の放射線画像撮影装置に対しても適用することができる。
【００２２】
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　図３は、本実施形態に係る放射線画像撮影装置の外観斜視図であり、図４は、放射線画
像撮影装置を反対側から見た外観斜視図である。また、図５は、図３のＡ－Ａ線に沿う断
面図である。放射線画像撮影装置１は、図３～図５に示すように、筐体状のハウジング２
内にシンチレータ３や基板４等で構成されるセンサパネルＳＰが収納されている。
【００２３】
　図３や図４に示すように、本実施形態では、筐体２のうち、放射線入射面Ｂを有する中
空の角筒状のハウジング本体部２Ａは、放射線を透過するカーボン板やプラスチック等の
材料で形成されており、ハウジング本体部２Ａの両側の開口部を蓋部材２Ｂ、２Ｃで閉塞
することで筐体２が形成されている。なお、筐体２をこのようないわゆるモノコック型と
して形成する代わりに、例えば、フレーム板とバック板とで形成された、いわゆる弁当箱
型とすることも可能である。
【００２４】
　図３に示すように、筐体２の一方側の蓋部材２Ｂには、電源スイッチ３７や、後述する
選択スイッチ３８、後述するようにクレードル５５のコネクタ５５ａや通知手段５１ｂの
コネクタ５１ｃが接続されるコネクタ３９、バッテリ状態や放射線画像撮影装置１の稼働
状態等を表示するＬＥＤ等で構成されたインジケータ４０等が配置されている。
【００２５】
　また、図４に示すように、筐体２の反対側の蓋部材２Ｃには、画像データ等をコンソー
ルＣに無線で転送するための通信手段であるアンテナ装置４１が埋め込まれている。なお
、画像データ等をコンソールＣに有線方式で転送するように構成することも可能であり、
その場合、例えば、前述したコネクタ３９にケーブル等を接続して送受信するように構成
される。
【００２６】
　筐体２の内部には、図５に示すように、センサパネルＳＰの基板４の下方側に図示しな
い鉛の薄板等を介して基台３１が配置され、基台３１には、電子部品３２等が配設された
ＰＣＢ基板３３や緩衝部材３４等が取り付けられている。
【００２７】
　なお、本実施形態では、基板４やシンチレータ３の放射線入射面Ｂには、それらを保護
するためのガラス基板３５が配設されている。また、本実施形態では、センサパネルＳＰ
と筐体２の側面との間に、それらがぶつかり合うことを防止するための緩衝材３６が設け
られている。
【００２８】
　シンチレータ３は、基板４の後述する検出部Ｐに貼り合わされるようになっている。本
実施形態では、シンチレータ３は、例えば、蛍光体を主成分とし、放射線の入射を受ける
と３００～８００ｎｍの波長の電磁波、すなわち可視光を中心とした電磁波に変換して出
力するものが用いられる。
【００２９】
　基板４は、本実施形態では、ガラス基板で構成されており、図６に示すように、基板４
のシンチレータ３に対向する側の面４ａ上には、複数の走査線５と複数の信号線６とが互
いに交差するように配設されている。基板４の面４ａ上の複数の走査線５と複数の信号線
６により区画された各小領域ｒには、放射線検出素子７がそれぞれ設けられている。
【００３０】
　このように、走査線５と信号線６で区画された各小領域ｒに二次元状に配列された複数
の放射線検出素子７が設けられた領域ｒ全体、すなわち図６に一点鎖線で示される領域が
検出部Ｐとされている。
【００３１】
　本実施形態では、放射線検出素子７としてフォトダイオードが用いられているが、この
他にも例えばフォトトランジスタ等を用いることも可能である。各放射線検出素子７は、
図６の拡大図である図７に示すように、スイッチ手段であるＴＦＴ８のソース電極８ｓに
接続されている。また、ＴＦＴ８のドレイン電極８ｄは信号線６に接続されている。
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【００３２】
　そして、ＴＦＴ８は、後述する走査駆動手段１５から走査線５を介してゲート電極８ｇ
にオン電圧が印加されるとオン状態となり、ソース電極８ｓやドレイン電極８ｄを介して
放射線検出素子７内に蓄積されている電荷を信号線６に放出させるようになっている。ま
た、ＴＦＴ８は、接続された走査線５を介してゲート電極８ｇにオフ電圧が印加されると
オフ状態となり、放射線検出素子７から信号線６への電荷の放出を停止して、放射線検出
素子７内に電荷を保持するようになっている。
【００３３】
　本実施形態では、図７に示すように、列状に配置された複数の放射線検出素子７にそれ
ぞれバイアス線９が接続されており、図６に示すように、各バイアス線９は、基板４の検
出部Ｐの外側の位置で１本の結線１０に結束されている。
【００３４】
　また、各走査線５や各信号線６、バイアス線９の結線１０は、それぞれ基板４の端縁部
付近に設けられた入出力端子（パッドともいう）１１に接続されている。各入出力端子１
１には、図８に示すように、ＩＣ１２ａ等のチップが組み込まれたＣＯＦ（Ｃｈｉｐ　Ｏ
ｎ　Ｆｉｌｍ）１２が異方性導電接着フィルム（Ａｎｉｓｏｔｒｏｐｉｃ　Ｃｏｎｄｕｃ
ｔｉｖｅ　Ｆｉｌｍ）や異方性導電ペースト（Ａｎｉｓｏｔｒｏｐｉｃ　Ｃｏｎｄｕｃｔ
ｉｖｅ　Ｐａｓｔｅ）等の異方性導電性接着材料１３を介して接続されている。
【００３５】
　また、ＣＯＦ１２は、基板４の裏面４ｂ側に引き回され、裏面４ｂ側で前述したＰＣＢ
基板３３に接続されるようになっている。このようにして、放射線画像撮影装置１のセン
サパネルＳＰの基板４部分が形成されている。なお、図８では、電子部品３２等の図示が
省略されている。
【００３６】
　ここで、図９を用いて放射線画像撮影装置１の回路構成について説明する。
【００３７】
　各放射線検出素子７の一方の電極にはそれぞれバイアス線９が接続されており、各バイ
アス線９は結線１０に結束されてバイアス電源１４に接続されている。バイアス電源１４
は、結線１０および各バイアス線９を介して各放射線検出素子７の電極にそれぞれバイア
ス電圧（本実施形態では逆バイアス電圧）を印加するようになっている。
【００３８】
　また、各放射線検出素子７の他方の電極はＴＦＴ８のソース電極８ｓ（図９中ではＳと
表記されている。）に接続されており、各ＴＦＴ８のゲート電極８ｇ（図９中ではＧと表
記されている。）は、走査駆動手段１５のゲートドライバ１５ｂから延びる走査線５の各
ラインＬ１～Ｌｘにそれぞれ接続されている。また、各ＴＦＴ８のドレイン電極８ｄ（図
９中ではＤと表記されている。）は各信号線６にそれぞれ接続されている。
【００３９】
　走査駆動手段１５は、ゲートドライバ１５ｂにオン電圧やオフ電圧を供給する電源回路
１５ａと、走査線５の各ラインＬ１～Ｌｘに印加する電圧をオン電圧とオフ電圧の間で切
り替えるゲートドライバ１５ｂとを備えている。ゲートドライバ１５ｂは、前述したよう
に、走査線５の各ラインＬ１～Ｌｘを介してＴＦＴ８のゲート電極８ｇに印加する電圧を
オン電圧とオフ電圧との間で切り替えて、各ＴＦＴ８のオン状態とオフ状態とを制御する
ようになっている。
【００４０】
　また、各信号線６は、読み出しＩＣ１６内に形成された各読み出し回路１７にそれぞれ
接続されている。読み出し回路１７は、増幅回路１８と、相関二重サンプリング（Ｃｏｒ
ｒｅｌａｔｅｄ　Ｄｏｕｂｌｅ　Ｓａｍｐｌｉｎｇ）回路１９と、アナログマルチプレク
サ２１と、Ａ／Ｄ変換器２０とで構成されている。
【００４１】
　例えば、放射線画像撮影で被写体を介して放射線画像撮影装置１に放射線が照射され、
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シンチレータ３で放射線が他の波長の電磁波に変換されて、その直下の放射線検出素子７
に照射される。そして、放射線検出素子７で照射された放射線の線量（電磁波の光量）に
応じて電荷（電気信号）が発生する。
【００４２】
　各放射線検出素子７からの電荷の読み出し処理においては、走査駆動手段１５のゲート
ドライバ１５ｂから走査線５の各ラインＬ１～Ｌｘを介してゲート電極８ｇにオン電圧が
印加されたＴＦＴ８がオン状態となり、放射線検出素子７から信号線６に電荷が放出され
る。そして、放射線検出素子７から放出された電荷量に応じて増幅回路１８から電圧値が
出力され、その電圧値と、放射線が照射されていない時の各放射線検出素子７のノイズ電
圧値とを相関二重サンプリング回路１９で相関二重サンプリングして、アナログ値の画像
データがアナログマルチプレクサ２１に出力される。アナログマルチプレクサ２１から順
次出力された画像データは、Ａ／Ｄ変換器２０で順次デジタル値の画像データに変換され
、記憶手段２３に出力されて順次保存されるようになっている。
【００４３】
　制御手段２２は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）やＲＯ
Ｍ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅ
ｍｏｒｙ）、入出力インターフェース等がバスに接続されたコンピュータや、ＦＰＧＡ（
Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）等により構成されてい
る。専用の制御回路で構成されていてもよい。
【００４４】
　制御手段２２は、放射線画像撮影装置１の各部材の動作等を制御するようになっている
。また、各放射線検出素子７のリセット処理や各放射線検出素子７からの電荷の読み出し
処理、オフセット補正値を算出するために放射線を照射しない状態で放射線画像撮影装置
１を放置した後に読み出し処理と同様に各放射線検出素子７に蓄積された暗電荷を読み出
すダーク読取処理等の各処理を行うようになっている。
【００４５】
　制御手段２２には、ＤＲＡＭ（Dynamic RAM）等で構成される記憶手段２３や、放射線
画像撮影装置１の各機能部に電力を供給するバッテリ２４が接続されている。また、制御
手段２２には、前述したアンテナ装置４１が接続されており、また、図９では図示を省略
するが、前述した電源スイッチ３７や選択スイッチ３８、コネクタ３９等（図３参照）が
接続されている。
【００４６】
　制御手段２２は、放射線技師等の操作者により選択スイッチ３８が押下されると、自ら
が選択されたことを示す選択信号をアンテナ装置４１を介してコンソールＣに送信するよ
うになっている。また、後述するように、放射線画像撮影装置１がクレードル５５に挿入
された際に、コネクタ３９がクレードル５５のコネクタ５５ａに接続されると、制御手段
２２は、当該放射線画像撮影装置１の識別情報であるカセッテＩＤ等の情報をクレードル
５５に通知するようになっている。
【００４７】
　さらに、コネクタ３９が後述する通知手段５１ｂ（図１０参照）のコネクタ５１ｃに接
続されると、制御手段２２は、通知手段５１ｂから後述するブッキー装置５１の識別情報
であるブッキーＩＤ等の情報を取得し、ブッキーＩＤと当該放射線画像撮影装置１のカセ
ッテＩＤとをともにコンソールＣに送信するようになっている。
【００４８】
　ところで、前述したように、本実施形態では、放射線画像撮影装置１をスクリーン／フ
ィルムカセッテやＣＲカセッテ用のブッキー装置５１に装填することが想定されており、
放射線画像撮影装置１は、ＣＲカセッテにおけるＪＩＳ規格サイズ（すなわち従来のスク
リーンフィルム用のカセッテにおけるＪＩＳ規格サイズ。対応する国際規格はＩＥＣ　６
０４０６。）に準拠する１４インチ×１７インチ（半切サイズ）等の寸法で形成されてい
る。また、放射線入射方向の厚さは１５ｍｍ＋１ｍｍ～１５ｍｍ－２ｍｍの範囲内になる
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ように形成されている。
【００４９】
　しかし、スクリーン／フィルムカセッテやＣＲカセッテ用のブッキー装置を用いない場
合には、放射線画像撮影装置１を上記の寸法で形成する必要はなく、放射線画像撮影装置
１を任意の大きさや形状に形成することができる。また、その際には、ブッキー装置５１
は、放射線画像撮影装置１を装填することができるように、放射線画像撮影装置１の形状
にあわせて形成される新規なブッキー装置を設置する必要がある。
【００５０】
　次に、図１や図２に示す放射線画像撮影システム１００における撮影室Ｒの構成を詳し
く説明する。
【００５１】
　撮影室Ｒは、患者の身体の一部である被写体（患者の撮影対象部位）に放射線を照射し
て放射線画像撮影を行う部屋であり、図１０に示すように、被写体に放射線を照射するた
めの放射線照射装置の放射線発生装置５２等が配置され、放射線の撮影室外への漏洩防止
が施された、いわゆる撮影室Ｒａと、放射線技師等の操作者が操作する放射線照射装置の
操作卓５７等が配置された前室（操作室等ともいう。）Ｒｂとを備えている。
【００５２】
　本実施形態では、撮影室Ｒａには、前述した放射線画像撮影装置１を装填可能なブッキ
ー装置５１や、被写体に照射する放射線を発生させる図示しないＸ線管球を備える放射線
発生装置５２が設けられている。
【００５３】
　前述したように、ブッキー装置５１は、本実施形態ではカセッテ保持部（カセッテホル
ダ）５１ａにＣＲカセッテを装填して用いるように形成された既存のブッキー装置であり
、ＣＲカセッテのみならず放射線画像撮影装置１もカセッテ保持部５１ａに装填して用い
ることができるようになっている。なお、この既存のブッキー装置５１には、特許文献７
に記載されているような放射線画像撮影装置１を固定するための固定部やブッキー装置の
ＩＤ等の情報が記載されたマーク等は設けられていない。
【００５４】
　また、既存のブッキー装置５１には、当該ブッキー装置５１の識別情報であるブッキー
ＩＤ等の情報を放射線画像撮影装置１に通知する、電源やブッキーＩＤ情報を記憶する不
揮発性メモリ、通信制御用ＣＰＵ（いずれも図示を省略。）等を有する通知手段５１ｂが
新規に設けられている。通知手段５１ｂは、ブッキー装置５１に取り付けられるように設
けられてもよく、或いは、ブッキー装置５１の近傍に設けられてもよい。
【００５５】
　放射線画像撮影装置１のコネクタ３９に通知手段５１ｂのコネクタ５１ｃが接続される
と、通知手段５１ｂは、当該通知手段５１ｂに対応するブッキー装置５１のブッキーＩＤ
等の情報を放射線画像撮影装置１に通知するようになっている。
【００５６】
　そして、前述したように、放射線画像撮影装置１がブッキー装置５１に装填される前に
、図１１に示すように通知手段５１ｂのコネクタ５１ｃがコネクタ３９に接続され、通知
手段５１ｂからブッキー装置５１の識別情報であるブッキーＩＤ等の情報が通知されてく
ると、放射線画像撮影装置１の制御手段２２は、ブッキーＩＤと当該放射線画像撮影装置
１のカセッテＩＤとをともにコンソールＣに送信するようになっている。
【００５７】
　なお、通知手段５１ｂのコネクタ５１ｃは、放射線画像撮影装置１がブッキー装置５１
に装填される際には取り外されるが、コネクタ５１ｃをコネクタ３９に接続したまま放射
線画像撮影装置１をブッキー装置５１に装填できる場合には接続されたまま装填するよう
に構成してもよい。
【００５８】
　また、放射線画像撮影装置１のコネクタ３９が通知手段５１ｂのコネクタ５１ｃと接続
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された際、当該通知手段５１ｂに対応付けられたブッキー装置に関連する放射線発生装置
５２がまだ起動されていない場合には、接続された段階で自動的に放射線発生装置５２が
起動し、当該ブッキー装置５１にあわせてその位置や放射線の照射方向等を調整するよう
になっている。
【００５９】
　図１０に示すように、本実施形態では、撮影室Ｒａには、ブッキー装置５１として立位
撮影用のブッキー装置５１Ａと臥位撮影用のブッキー装置５１Ｂとが設置されている。し
かし、例えば、立位撮影用のブッキー装置５１Ａのみのように、撮影室Ｒａ内に１つのブ
ッキー装置５１のみが設けられている場合にも本発明は適用される。
【００６０】
　また、本実施形態では、放射線発生装置５２のうち、１つの放射線発生装置５２Ａは、
その位置や照射線の照射方向を変えることで、立位撮影用のブッキー装置５１Ａや臥位撮
影用のブッキー装置５１Ｂに装填された放射線画像撮影装置１に対して放射線を照射して
放射線画像撮影を行うことができるようになっている。
【００６１】
　また、本実施形態では、立位撮影用や臥位撮影用のブッキー装置５１Ａ、５１Ｂには対
応付けられていないポータブルの放射線発生装置５２Ｂも設けられている。ポータブルの
放射線発生装置５２Ｂは、撮影室Ｒａ内のいかなる場所にも持ち運びでき、任意の方向に
放射線を照射できるようになっており、放射線画像撮影装置１を単独の状態（すなわちブ
ッキー装置５１に装填しない状態）で被写体である患者の身体の部分にあてがったり、臥
位撮影用のブッキー装置５１Ｂや図示しないベッドと患者の身体との間に差し込んだりし
た状態で、適切な距離や方向から放射線を照射することができるようになっている。
【００６２】
　撮影室Ｒａ内で照射された放射線が外部に漏出しないように、撮影室Ｒａは鉛などでシ
ールドされている。そのため、撮影室Ｒａ内で放射線画像撮影装置１からアンテナ装置４
１を介して画像データ等の情報を送受信しようとしても、そのままでは送受信できない。
そこで、本実施形態では、放射線画像撮影装置１とコンソールＣとが無線通信する際に、
これらの通信を中継する無線アンテナ５３を備えた基地局（無線アクセスポイント）５４
が設けられている。
【００６３】
　基地局５４は、通信を中継する際、中継する情報に自らの基地局ＩＤ等の情報を付加す
るように構成されており、情報に付加された基地局５４の基地局ＩＤを見ることで、その
情報がどの撮影室Ｒ（Ｒ１～Ｒ４）から送信された情報であるかを判別することができる
ようになっている。すなわち、基地局５４は、各撮影室Ｒに１つずつ設けられているため
、基地局５４の基地局ＩＤが送信されてくると、それを受信した側が当該基地局５４が設
置された撮影室Ｒから送信された情報であると判別することができ、基地局５４の基地局
ＩＤが撮影室Ｒの識別情報に相当している。
【００６４】
　また、基地局５４には、クレードル５５が接続されている。クレードル５５は、通常、
放射線画像撮影装置１等を保管したり充電するために用いられるものである。しかし、本
発明では、クレードル５５は挿入された放射線画像撮影装置１の登録用に用いられるよう
になっている。
【００６５】
　具体的には、本実施形態では、図１２に示すように、放射線画像撮影装置１が撮影室Ｒ
ａ内に持ち込まれてクレードル５５に挿入され、放射線画像撮影装置１のコネクタ３９と
クレードル５５の挿入口内に設けられたコネクタ５５ａとが接続すると、登録手段である
クレードル５５が放射線画像撮影装置１の識別情報であるカセッテＩＤを読み取り、基地
局５４を介して対応するコンソールＣや管理装置Ｓ（図１、図２参照）に通知するように
なっている。
【００６６】
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　なお、図１２では、放射線画像撮影装置１を挿入する挿入口が２個設けられたクレード
ル５５が示されているが、挿入口は１個でもよく、或いは３個以上設けられていてもよい
。また、クレードル５５で放射線画像撮影装置１の充電等を行うように構成することも可
能である。さらに、クレードル５５は撮影室Ｒａと前室Ｒｂのいずれに設置されてもよく
、撮影室Ｒａに設置される場合には、放射線発生装置５２から照射される放射線が到達し
ない位置、すなわち例えば各コーナー部等に設置される。
【００６７】
　前室Ｒｂには、放射線発生装置５２に対して放射線の照射開始等を指示するためのスイ
ッチ手段５６等を備えた放射線の照射を制御する操作卓５７が設けられている。なお、図
１０では図示が省略されているが、操作卓５７や撮影室Ｒａ内に、後述するようにコンソ
ールＣから送信されてくる撮影オーダ情報のリストを表示するモニタ等の表示手段を備え
るように構成することも可能である。
【００６８】
　コンソールＣ（図１、図２参照）は、図示しないＣＰＵやＲＯＭ、ＲＡＭ、入出力イン
ターフェース等がバスに接続されたコンピュータ等で構成されている。ＲＯＭには所定の
プログラムが格納されており、コンソールＣは、必要なプログラムを読み出してＲＡＭの
作業領域に展開してプログラムに従って各種処理を実行するようになっている。
【００６９】
　コンソールＣには、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）やＬＣＤ（Ｌｉｑｕ
ｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）等からなる表示部Ｃａが設けられており、その
他、キーボードやマウス等の図示しない入力手段等が接続されている。また、コンソール
Ｃには、ハードディスク等で構成された記憶手段Ｃｂが接続されており、記憶手段Ｃｂに
は、各撮影室Ｒにおける放射線画像撮影で使用可能な放射線画像撮影装置１のカセッテＩ
Ｄや、シンチレータの種類情報やサイズ情報、解像度等の情報が対応付けられたテーブル
が予め記憶されている。
【００７０】
　また、記憶手段Ｃｂには、撮影室Ｒの識別情報である撮影室ＩＤと、撮影室Ｒ内に設け
られた基地局５４の基地局ＩＤとが対応付けられたテーブルが予め記憶されており、コン
ソールＣは、基地局５４を介して画像データ等の情報が送信されてくると、テーブルを参
照して情報に付加されている基地局５４の基地局ＩＤに対応する撮影室Ｒの撮影室ＩＤを
割り出し、当該情報が割り出された撮影室Ｒから送信された情報であると判別するように
なっている。
【００７１】
　図１、図２に示したように、各コンソールＣ（Ｃ１～Ｃ３）には、各撮影室Ｒ（Ｒ１～
Ｒ４）が所定の接続の仕方で接続されており（図１の場合）、或いはネットワークＮを介
して接続されている（図２の場合）。すなわち、各コンソールＣ（Ｃ１～Ｃ３）には、各
撮影室Ｒ（Ｒ１～Ｒ４）の各基地局５４や各操作卓５７（図１、図２では図示を省略。図
１０参照）が所定の接続の仕方で或いはネットワークＮを介して接続されている。
【００７２】
　後述するように、コンソールＣでは、所定の撮影室Ｒで行う各放射線画像撮影の内容を
表す撮影オーダ情報が撮影室単位に管理され、当該撮影オーダ情報がコンソールＣから撮
影室Ｒの操作卓５７に送信されることで、各撮影時の管電流や管電圧等の撮影条件が放射
線発生装置５２に自動設定可能となるよう、コンソールＣと撮影室Ｒとが対応付けられる
ようになっている。
【００７３】
　放射線画像撮影に先立って、ネットワークＮに接続されたＨＩＳやＲＩＳから予め生成
されていた放射線画像撮影の撮影オーダ情報がリスト形式で各コンソールＣに送信される
ようになっている。操作者は、いずれかのコンソールＣ上で、このリストから、各撮影室
で撮影を行うオーダ情報を選択する。
【００７４】
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　本実施形態では、撮影オーダ情報は、図１３に例示するように、患者情報としての「患
者ＩＤ」Ｐ２、「患者氏名」Ｐ３、「性別」Ｐ４、「年齢」Ｐ５、「診療科」Ｐ６及び撮
影条件としての「撮影部位」Ｐ７、「撮影方向」Ｐ８を含んで構成されるようになってい
る。そして、撮影オーダを受け付けた順に、各撮影オーダ情報に対して「撮影オーダＩＤ
」Ｐ１が自動的に割り当てられるようになっている。
【００７５】
　なお、撮影オーダ情報に書き込む患者情報や撮影条件の内容は、上記のものに限定され
ず、例えば、患者の生年月日、診察回数、放射線の線量、太っているか痩せているか等の
情報を含むように構成することも可能であり、適宜設定することができる。
【００７６】
　ＨＩＳやＲＩＳから放射線画像撮影の撮影オーダ情報を取得すると、コンソールＣの表
示部Ｃａには、図１４に示すように、リスト形式の各撮影オーダ情報の一覧が選択画面Ｈ
１として表示されるようになっている。本実施形態では、選択画面Ｈ１には、各撮影オー
ダ情報の一覧を表示するための撮影オーダ情報表示欄ｈ１１が設けられており、撮影オー
ダ情報表示欄ｈ１１の左側には、目的の撮影室Ｒで撮影する予定の撮影オーダ情報を選択
するための選択ボタンｈ１２が各撮影オーダ情報に対応して設けられている。また、撮影
オーダ情報表示欄ｈ１１の下側には、決定ボタンｈ１３及び戻るボタンｈ１４が設けられ
ている。
【００７７】
　操作者は、選択ボタンｈ１２をクリックして目的の撮影室Ｒで撮影する予定の撮影オー
ダ情報を単数または複数選択し、決定ボタンｈ１３をクリックする。そして、図示を省略
するが、決定ボタンｈ１３をクリックした後に表示される撮影室Ｒ１～Ｒ４を選択する画
面で目的の撮影室Ｒを選択する。各撮影オーダ情報と目的の撮影室Ｒとが選択されると、
選択された各撮影オーダ情報のリストが目的の撮影室Ｒの撮影室ＩＤと対応付けられて記
憶手段Ｃｂに保存される。
【００７８】
　また、それとともに、操作者が操作したコンソールＣから選択された各撮影オーダ情報
のリストが目的の撮影室Ｒの操作卓５７等に送信される。このように、撮影オーダ情報の
リストがコンソールＣから目的の撮影室Ｒに送信されることで、前述したように、コンソ
ールＣと目的の撮影室Ｒとが対応付けられるようになっている。
【００７９】
　なお、撮影オーダ情報のリストを作成する前に、目的の撮影室Ｒを先に選択してコンソ
ールＣと目的の撮影室Ｒとを対応付けるように構成することも可能である。また、図１の
コンソールＣ１と撮影室Ｒ１のように、コンソールＣと撮影室Ｒとが予め１対１に対応付
けられている場合には、操作者が決定ボタンｈ１３をクリックした後の撮影室Ｒを選択す
る画面の表示を省略するように構成することも可能である。
【００８０】
　撮影室Ｒを選択する画面で目的の撮影室Ｒが選択されると、コンソールＣは、続いて、
管理装置Ｓ（図１、図２参照）から当該目的の撮影室Ｒ内に現時点で存在する放射線画像
撮影装置１の情報を入手して、表示部Ｃａに、図１５や図１６に例示するように、各種の
アイコンＩを表示するようになっている。
【００８１】
　具体的には、本実施形態では、図１５や図１６に示すように、選択画面Ｈ２の左側に、
「立位」および「臥位」の表記を矩形状の枠線で囲む状態で、立位撮影用のブッキー装置
５１Ａと臥位撮影用のブッキー装置５１Ｂに対応するアイコンＩ－５１Ａ、Ｉ－５１Ｂが
それぞれ表示されている。また、選択画面Ｈ２の右側には、撮影室Ｒａ内に存在する放射
線画像撮影装置１に対応するアイコンＩ－１ａ～Ｉ－１ｃがそれぞれ表示されており、各
アイコンＩ－１ａ～Ｉ－１ｃのそれぞれの矩形状の枠線内に１～３の番号が付されて表示
されている。
【００８２】
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　本実施形態では、コンソールＣは、放射線画像撮影装置１がブッキー装置５１に装填さ
れていなければ、当該ブッキー装置５１に対応するアイコンＩの枠線を破線で表示して（
図１５の「立位」Ｉ－５１Ａ、「臥位」Ｉ－５１Ｂおよび図１６の「立位」Ｉ－５１Ａ参
照）、そのブッキー装置５１には放射線画像撮影装置１が装填されていないことを表示す
るようになっている。
【００８３】
　また、コンソールＣは、放射線画像撮影装置１がブッキー装置５１に装填されている場
合（より正確には撮影室Ｒ内で放射線画像撮影装置１のコネクタ３９が通知手段５１ｂの
コネクタ５１ｃに接続された場合）には、当該ブッキー装置５１に対応するアイコンＩの
枠線を実線で表示し、枠線内を所定の色で着色して表示して（図１６の「臥位」Ｉ－５１
Ｂ参照）、そのブッキー装置５１に放射線画像撮影装置１が装填されていることをアイコ
ン表示するようになっている。なお、図１６では、「臥位」のアイコンＩ－５１Ｂの近傍
に、臥位撮影用のブッキー装置５１Ｂに装填されている放射線画像撮影装置１の番号や解
像度等が表示されている。
【００８４】
　本実施形態では、例えば図１５や図１６に示した放射線画像撮影装置１に対応するアイ
コンＩ－１をクリックすることにより、当該放射線画像撮影装置１をこれから使用する放
射線画像撮影装置であるとして選択することができるようになっている。前述したように
、放射線画像撮影装置１の選択スイッチ３８を押下した場合も同様に、当該放射線画像撮
影装置１をこれから使用する放射線画像撮影装置であるとして選択することができる。
【００８５】
　また、コンソールＣは、対応付けられた撮影室Ｒに新たに放射線画像撮影装置１が持ち
込まれる等して、撮影室Ｒの登録手段であるクレードル５５から当該放射線画像撮影装置
１の識別情報であるカセッテＩＤが通知されてくると、コンソールＣの表示部Ｃａの選択
画面Ｈ２上に、当該放射線画像撮影装置１に対応するアイコンＩ－１を新たに表示させる
ようになっている。
【００８６】
　また、例えば、図１５に示した番号３の放射線画像撮影装置１に対応するアイコンＩ－
１ｃをクリックした後、臥位撮影用のブッキー装置５１Ｂに対応するアイコンＩ－５１Ｂ
をクリックしたり、或いは、アイコンＩ－１ｃをアイコンＩ－５１Ｂ上にドラッグアンド
ドロップすることにより、番号３の放射線画像撮影装置１を臥位撮影用のブッキー装置５
１Ｂに装填することを予め指定することができるようになっている。このように操作する
と、選択画面Ｈ２は図１５の状態から図１６の状態に切り替わる。
【００８７】
　本実施形態では、このようにしてコンソールＣの選択画面Ｈ２上でブッキー装置５１に
装填される放射線画像撮影装置１が予め指定されると、その時点でコンソールＣから選択
された撮影室Ｒに当該ブッキー装置５１が指定されたことを表す信号が当該撮影室Ｒの操
作卓５７に送信されるようになっている。
【００８８】
　そして、操作卓５７は、信号が送信されてくると、放射線発生装置５２Ａ（図１０参照
）を起動させるとともに、送信されてきた信号に基づいて指定されたブッキー装置５１（
例えば臥位撮影用のブッキー装置５１Ｂ）に放射線を適切に照射できるように放射線発生
装置５２Ａを移動させ、放射方向を調整し、また、ブッキー装置５１の所定の範囲内に放
射線が照射されるように図示しない絞りを調整し、適切な線量の放射線が照射されるよう
に放射線発生装置５２を調整するようになっている。
【００８９】
　このように構成すれば、コンソールＣでの操作で予め放射線発生装置５２を起動させて
おくことが可能となり、操作者が撮影室Ｒに移動した段階で即座に放射線画像撮影を行う
ことが可能となるといった利点がある。なお、上記のように、コンソールＣの選択画面Ｈ
２上で放射線画像撮影装置１をブッキー装置５１に装填することを指定したにもかかわら
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ず、撮影室Ｒに移動した操作者が、当該放射線画像撮影装置１を当該ブッキー装置５１に
装填せずに撮影を行おうとした場合に、例えば音声を発して警告する等の処理が行われる
ように構成することも可能である。
【００９０】
　また、図１５や図１６では図示を省略したが、撮影室Ｒ内にポータブルの放射線発生装
置５２Ｂ（図１０参照）が存在する場合には、それに対応するアイコンＩをコンソールＣ
の選択画面Ｈ２上に表示し、上記の放射線発生装置５２Ａの場合と同様にして、ポータブ
ルの放射線発生装置５２ＢをコンソールＣの操作によって起動させるように構成すること
も可能である。
【００９１】
　なお、以上は、放射線画像撮影に先立って操作者がコンソールＣを操作する際の状況で
あるが、操作者が撮影室Ｒに移動した後、例えば、放射線画像撮影装置１の選択スイッチ
３８を押下して放射線画像撮影装置１から自らが選択されたことを示す選択信号が送信さ
れてくると、コンソールＣは、その選択画面Ｈ２上で当該放射線画像撮影装置１に対応す
るアイコンＩ－１が着色されて表示される等して当該放射線画像撮影装置１が選択された
ことを表示するようになっている。
【００９２】
　また、前述したように、操作者により撮影室Ｒ内で放射線画像撮影装置１のコネクタ３
９に通知手段５１ｂのコネクタ５１ｃが接続されて（図１１参照）、放射線画像撮影装置
１からアンテナ装置４１を介してブッキーＩＤと当該放射線画像撮影装置１のカセッテＩ
ＤとがコンソールＣに送信されてくる。その際、例えば、図１５の番号３の放射線画像撮
影装置１が臥位撮影用のブッキー装置５１Ｂに対応する通知手段５１ｂと接続されると、
コンソールＣは、選択画面Ｈ２を、図１５に示した状態から当該放射線画像撮影装置１が
臥位撮影用のブッキー装置５１Ｂに装填されたことを表す図１６に示した状態に切り替え
るようになっている。
【００９３】
　一方、対応付けられた撮影室Ｒで撮影オーダ情報に基づく放射線画像撮影が終了した段
階で、放射線画像撮影装置１からアンテナ装置４１や基地局５４を介して画像データやダ
ーク読取処理で読み取られたダーク読取値等のデータが送信されてくると、コンソールＣ
は、撮影オーダ情報に基づいて撮影された画像データやダーク読取値を当該撮影オーダ情
報に対応付けて記憶手段Ｃｂに保存するようになっている。
【００９４】
　また、コンソールＣ上では、画像データやダーク読取値に基づいて画像処理が行われ、
当該撮影オーダ情報に基づく最終的な画像データが生成されるが、この最終的な画像デー
タが生成されると、コンソールＣはその最終的な画像データも当該撮影オーダ情報に対応
付けて記憶手段Ｃｂに保存するようになっている。
【００９５】
　なお、本発明では、放射線画像撮影装置１が例えば撮影室Ｒ１から撮影室Ｒ２に持ち運
ばれ、当該放射線画像撮影装置１が撮影室Ｒ２の登録手段であるクレードル５５に挿入さ
れて、クレードル５５から当該放射線画像撮影装置１の識別情報であるカセッテＩＤが管
理装置ＳやコンソールＣに通知されてきた場合に、撮影室Ｒ２に対応付けられたコンソー
ルＣでは選択画面Ｈ２上に当該放射線画像撮影装置１に対応するアイコンＩ－１を新たに
表示させ、撮影室Ｒ１に対応付けられたコンソールＣでは選択画面Ｈ２上から当該放射線
画像撮影装置１に対応するアイコンＩ－１が削除されるが、この点については、以下で説
明する管理装置Ｓの説明の中で詳しく説明する。
【００９６】
　管理装置Ｓ（図１、図２参照）は、図示しないＣＰＵやＲＯＭ、ＲＡＭ、入出力インタ
ーフェース等がバスに接続されたサーバコンピュータ等で構成されている。また、管理装
置Ｓには、ハードディスク等で構成された記憶手段Ｓａが接続されており、記憶手段Ｓａ
には、撮影室Ｒの識別情報である撮影室ＩＤと、撮影室Ｒ内に設けられた基地局５４の基
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地局ＩＤとが対応付けられたテーブルが予め記憶されている。
【００９７】
　そして、管理装置Ｓは、基地局５４を介し、図１に示すシステムではコンソールＣを介
し、図２に示すシステムではネットワークＮを介して種々の情報が送信されてくると、テ
ーブルを参照して情報に付加されている基地局５４の基地局ＩＤに対応する撮影室Ｒの撮
影室ＩＤを割り出し、当該情報が割り出された撮影室Ｒから送信された情報であると判別
するようになっている。
【００９８】
　管理装置Ｓは、放射線画像撮影装置１の識別情報であるカセッテＩＤと撮影室Ｒの識別
情報である撮影室ＩＤとを対応付けて、放射線画像撮影装置１が複数の撮影室Ｒ１～Ｒ４
のうちのいずれの撮影室Ｒに存在するかを管理するようになっている。
【００９９】
　具体的には、放射線画像撮影装置１が撮影室Ｒに持ち込まれて登録手段であるクレード
ル５５に挿入され、クレードル５５から基地局５４を介して放射線画像撮影装置１の識別
情報であるカセッテＩＤが基地局５４の基地局ＩＤとともに通知されてくると、管理装置
Ｓは、当該基地局５４の基地局ＩＤに対応する撮影室Ｒの識別情報である撮影室ＩＤを割
り出し、撮影室ＩＤと放射線画像撮影装置１のカセッテＩＤとを対応付けて記憶手段Ｓａ
に保存する。
【０１００】
　その際、当該放射線画像撮影装置１がこの放射線画像撮影システム１００に新たに導入
されたような場合には、上記のようにして撮影室ＩＤと新たに導入された放射線画像撮影
装置１のカセッテＩＤとが対応付けられて記憶手段Ｓａに保存されるだけである。しかし
、当該放射線画像撮影装置１のカセッテＩＤが既に放射線画像撮影システム１００で使用
されていて、それ以前に、他の撮影室Ｒの撮影室ＩＤと対応付けられていた場合には、記
憶手段Ｓａにおける以前の撮影室Ｒの撮影室ＩＤと当該放射線画像撮影装置１のカセッテ
ＩＤとの対応付けを破棄するようになっている。
【０１０１】
　ところで、前述したように、撮影室Ｒに新たに放射線画像撮影装置１が持ち込まれる等
して当該撮影室Ｒのクレードル５５から当該放射線画像撮影装置１のカセッテＩＤが通知
されてくると、当該撮影室Ｒに対応付けられたコンソールＣは、自ら選択画面Ｈ２上に当
該放射線画像撮影装置１に対応するアイコンＩ－１を新たに表示させる。
【０１０２】
　しかし、当該放射線画像撮影装置１がそれ以前に存在していた他の撮影室Ｒに対応付け
られたコンソールＣは、当該撮影室Ｒから当該放射線画像撮影装置１が持ち出されたこと
を把握できない。そのため、放射線画像撮影装置１は撮影室Ｒにはもはや存在しなくなっ
たにもかかわらず、撮影室Ｒに対応付けられたコンソールＣの選択画面Ｈ２上には、依然
として当該放射線画像撮影装置１に対応するアイコンＩ－１が表示され続ける状態となる
。
【０１０３】
　このような状態で、例えば、コンソールＣの選択画面Ｈ２上で撮影室Ｒにはもはや存在
しない放射線画像撮影装置１に対応するアイコンＩ－１がブッキー装置５１に対応するア
イコンＩ－５１（すなわち本実施形態ではＩ－５１ＡまたはＩ－５１Ｂ。以下同じ。）に
ドラッグアンドドロップする等の操作がなされて当該放射線画像撮影装置１を例えば臥位
撮影用のブッキー装置５１Ｂに装填することが指定されてしまうと、コンソールＣがブッ
キー装置５１に放射線を照射できるように放射線発生装置５２Ａが起動されてしまい、無
駄な電力が消費されたり、誤って放射線が照射されてしまう等の不都合が生じる虞れがあ
る。
【０１０４】
　そこで、管理装置Ｓは、上記のように撮影室Ｒのクレードル５５から通知されてきた放
射線画像撮影装置１のカセッテＩＤが、それ以前に、他の撮影室Ｒの撮影室ＩＤと対応付
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けられていた場合、記憶手段Ｓａにおける当該他の撮影室Ｒの撮影室ＩＤと当該放射線画
像撮影装置１のカセッテＩＤとの対応付けを破棄すると同時に、当該他の撮影室Ｒに対応
付けられたコンソールＣに対して、削除信号とともに当該放射線画像撮影装置１のカセッ
テＩＤを送信し、コンソールＣに、選択画面Ｈ２上から当該放射線画像撮影装置１のカセ
ッテＩＤに対応するアイコンＩ－１を削除させるようになっている。
【０１０５】
　すなわち、コンソールＣの表示部Ｃａの選択画面Ｈ２上に、図１５に示したように放射
線画像撮影装置１に対応するアイコンＩ－１ａ～Ｉ－１ｃが表示されていたとすると、例
えば、その中から番号３の放射線画像撮影装置１が当該撮影室Ｒから他の撮影室Ｒに持ち
運ばれた場合には、撮影室Ｒに対応付けられたコンソールＣの選択画面Ｈ２上に新たに番
号３の放射線画像撮影装置１に対応するアイコンＩ－１ｃが表示され、元のコンソールＣ
の選択画面Ｈ２上からは、図１７に示すように番号３の放射線画像撮影装置１に対応する
アイコンＩ－１ｃが削除される。
【０１０６】
　また、番号３の放射線画像撮影装置１が図１６に示したように例えば臥位撮影用のブッ
キー装置５１Ｂに装填されているように表示されていた場合でも、番号３の放射線画像撮
影装置１が撮影室Ｒから他の撮影室Ｒに持ち運ばれてクレードル５５で登録された場合に
は、元のコンソールＣの選択画面Ｈ２上からは、図１７に示したように、番号３の放射線
画像撮影装置１が装填されている臥位撮影用のブッキー装置５１ＢのアイコンＩ－５１Ｂ
から当該放射線画像撮影装置１が装填されていることを示す表示（すなわちアイコンＩ－
５１Ｂの枠線の実線化および着色）が削除され、臥位撮影用のブッキー装置５１Ｂに対応
するアイコンＩ－５２Ｂは元の破線の状態（すなわち放射線画像撮影装置１が装填されて
いない状態）に戻る。
【０１０７】
　このように構成すれば、当該放射線画像撮影装置１が持ち込まれてクレードル５５に挿
入された撮影室Ｒに対応するコンソールＣでは、その選択画面Ｈ２上に新たに当該放射線
画像撮影装置１に対応するアイコンＩ－１が表示されるとともに、当該放射線画像撮影装
置１が持ち出された撮影室Ｒに対応するコンソールＣの選択画面Ｈ２からは、当該放射線
画像撮影装置１に対応するアイコンＩ－１が削除される。
【０１０８】
　なお、管理装置Ｓから元のコンソールＣに対して削除信号と当該放射線画像撮影装置１
のカセッテＩＤとが送信された際に、元のコンソールＣの表示部Ｃａに選択画面Ｈ２が表
示されていない場合もある。その場合、元のコンソールＣは、削除信号等を受信すると、
選択画面Ｈ２として表示する内容の情報が一時的に保存されている自己のメモリ中から当
該放射線画像撮影装置１に対応するアイコンＩ－１の情報を削除することで、次に選択画
面Ｈ２の表示が指示された際に、選択画面Ｈ２上に当該放射線画像撮影装置１に対応する
アイコンＩ－１を表示しないようになっている。
【０１０９】
　次に、本実施形態に係る放射線画像撮影システム１００の作用について説明する。
【０１１０】
　放射線技師等の操作者は、放射線画像撮影に先立って、例えば図１のコンソールＣ２を
操作し、ＨＩＳやＲＩＳから放射線画像撮影の撮影オーダ情報を入手する。コンソールＣ
の表示部Ｃａには、図１４に示したように、リスト形式の各撮影オーダ情報の一覧が選択
画面Ｈ１として表示される。
【０１１１】
　そして、操作者は、選択ボタンｈ１２をクリックして目的の撮影室Ｒで撮影する予定の
撮影オーダ情報を単数または複数選択し、決定ボタンｈ１３をクリックする。そして、続
いて表示される画面で例えば目的の撮影室Ｒ２を選択する。目的の撮影室Ｒ２が選択され
ると、コンソールＣ２は、選択された各撮影オーダ情報のリストと目的の撮影室Ｒ２の撮
影室ＩＤとを対応付けて記憶手段Ｃｂに保存するとともに、選択された各撮影オーダ情報
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のリストを目的の撮影室Ｒ２の操作卓５７等に送信する。このようにして、コンソールＣ
２と目的の撮影室Ｒ２とが対応付けられる。
【０１１２】
　続いて、コンソールＣ２は、管理装置Ｓから目的の撮影室Ｒ２内に現時点で存在する放
射線画像撮影装置１の情報を入手して、例えば図１５に示したように、表示部Ｃａの選択
画面Ｈ２上に放射線画像撮影装置１の各アイコンＩを表示する。
【０１１３】
　操作者が、放射線画像撮影装置１に対応するアイコンＩ－１をクリックして当該放射線
画像撮影装置１をこれから使用する放射線画像撮影装置であるとして選択したり、所定の
放射線画像撮影装置１に対応するアイコンＩ－１をブッキー装置５１に対応するアイコン
Ｉ－５１上にドラッグアンドドロップする等のアイコン操作がなされることにより当該放
射線画像撮影装置１を当該ブッキー装置５１に装填することを予め指定することが可能で
あることは前述したとおりである。
【０１１４】
　放射線画像撮影装置１がブッキー装置５１に装填されることが予め指定されると、その
信号が当該撮影室Ｒ２の操作卓５７に送信され、操作卓５７は、信号を受信すると、放射
線発生装置５２Ａを起動させ、指定されたブッキー装置５１に放射線を適切に照射できる
ように放射線発生装置５２Ａを移動させたり、放射方向を調整したり、或いは、絞りや放
射線の線量を調整したりする。
【０１１５】
　このように、使用する放射線画像撮影装置１がすでに目的の撮影室Ｒ２内に存在する場
合には、改めて放射線画像撮影装置１を目的の撮影室Ｒ２に持ち込む必要はないが、選択
画面Ｈ２上に使用する放射線画像撮影装置１に対応するアイコンＩ－１が表示されておら
ず、使用する放射線画像撮影装置１が撮影室Ｒ２内に存在しない場合には、操作者は、コ
ンソールＣ２での放射線画像撮影前の一連の操作を終了した後、目的の放射線画像撮影装
置１を撮影室Ｒ２に持ち込む。
【０１１６】
　そして、操作者が放射線画像撮影装置１を撮影室Ｒ２のクレードル５５に挿入すると、
図１２に示したように、放射線画像撮影装置１のコネクタ３９とクレードル５５のコネク
タ５５ａとが接続され、放射線画像撮影装置１の識別情報であるカセッテＩＤが読み出さ
れ、そのカセッテＩＤがクレードル５５から基地局５４に通知される。
【０１１７】
　基地局５４は、クレードル５５からカセッテＩＤが通知されてくると、カセッテＩＤに
自らの基地局ＩＤを付加してコンソールＣ２や管理装置Ｓに通知する。
【０１１８】
　コンソールＣ２は、カセッテＩＤと基地局５４の基地局ＩＤが通知されてくると、撮影
室Ｒの識別情報である撮影室ＩＤと基地局５４の基地局ＩＤとが対応付けられたテーブル
を参照し、当該カセッテＩＤが目的の撮影室Ｒ２から通知されてきたものであることを確
認して、表示部Ｃａの選択画面Ｈ２上に当該放射線画像撮影装置１に対応するアイコンＩ
を新たに表示させる。
【０１１９】
　また、管理装置Ｓは、カセッテＩＤと基地局５４の基地局ＩＤが通知されてくると、同
様に、撮影室Ｒの識別情報である撮影室ＩＤと基地局５４の基地局ＩＤとが対応付けられ
たテーブルを参照して、当該基地局５４の基地局ＩＤに対応する撮影室Ｒ２の識別情報で
ある撮影室ＩＤを割り出す。そして、撮影室ＩＤと放射線画像撮影装置１のカセッテＩＤ
とを対応付けて記憶手段Ｓａに保存して、当該放射線画像撮影装置１が複数の撮影室Ｒ１
～Ｒ４のうちのいずれの撮影室Ｒに存在するかを管理する。
【０１２０】
　このようにして、操作者により、放射線画像撮影装置１が撮影室Ｒ２のクレードル５５
に挿入されて登録が行われた後、放射線画像撮影装置１の選択スイッチ３８が押下される
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と、放射線画像撮影装置１のアンテナ装置４１から選択信号が送信される。選択信号は、
基地局５４を介してコンソールＣ２に送信され、コンソールＣ２は、選択画面Ｈ２上に表
示された当該放射線画像撮影装置１に対応するアイコンＩ－１を着色して表示する等して
当該放射線画像撮影装置１が選択されたことを表示する。
【０１２１】
　また、撮影室内Ｒ２で、操作者により放射線画像撮影装置１のコネクタ３９に通知手段
５１ｂのコネクタ５１ｃが接続されると、放射線画像撮影装置１の制御手段２２は、通知
手段５１ｂから通知された当該通知手段５１ｂに対応するブッキー装置５１のブッキーＩ
Ｄを取得し、アンテナ装置４１を介してブッキーＩＤと当該放射線画像撮影装置１のカセ
ッテＩＤとをコンソールＣ２に送信する。
【０１２２】
　コンソールＣ２は、ブッキーＩＤとカセッテＩＤとが通知されてくると、例えば図１５
に示した表示から図１６に示した表示に切り替えるようにして、当該放射線画像撮影装置
１がブッキー装置５１に装填されたことを表示する。
【０１２３】
　一方、対応付けられた撮影室Ｒ２で撮影オーダ情報に基づく放射線画像撮影が終了し、
放射線画像撮影装置１からアンテナ装置４１や基地局５４を介して画像データやダーク読
取値等のデータが送信されてくると、コンソールＣ２は、撮影オーダ情報に基づいて撮影
された画像データやダーク読取値を当該撮影オーダ情報に対応付けて記憶手段Ｃｂに保存
する。
【０１２４】
　その後、コンソールＣ２上で画像データやダーク読取値に基づいて画像処理が行われ、
当該撮影オーダ情報に基づく最終的な画像データが生成されると、コンソールＣ２はその
最終的な画像データも当該撮影オーダ情報に対応付けて記憶手段Ｃｂに保存することは前
述したとおりである。
【０１２５】
　続いて、例えば別の操作者が、撮影室Ｒ２で用いられた当該放射線画像撮影装置１を撮
影室Ｒ１での放射線画像撮影で用いる場合には、当該放射線画像撮影装置１は、撮影室Ｒ
２から撮影室Ｒ１に持ち運ばれる。その際、当該操作者は、コンソールＣ１を操作して新
たに撮影オーダ情報を選択したり、目的の撮影室Ｒとして撮影室Ｒ１を選択する等の放射
線画像撮影前の処理を行った後、当該放射線画像撮影装置１を撮影室Ｒ２から撮影室Ｒ１
に運び入れる。
【０１２６】
　そして、操作者が放射線画像撮影装置１を撮影室Ｒ１のクレードル５５に挿入すると、
放射線画像撮影装置１の識別情報であるカセッテＩＤがクレードル５５から撮影室Ｒ１の
基地局５４を介してコンソールＣ１や管理装置Ｓに通知される。コンソールＣ１は、上記
の場合と同様にして、表示部Ｃａの選択画面Ｈ２上に当該放射線画像撮影装置１に対応す
るアイコンＩ－１を新たに表示させる。
【０１２７】
　一方、管理装置Ｓは、カセッテＩＤと基地局５４の基地局ＩＤが通知されてくると、撮
影室Ｒの識別情報である撮影室ＩＤと基地局５４の基地局ＩＤとが対応付けられたテーブ
ルを参照して、当該基地局５４の基地局ＩＤに対応する撮影室Ｒ１の識別情報である撮影
室ＩＤを割り出す。そして、撮影室ＩＤと放射線画像撮影装置１のカセッテＩＤとを対応
付けて記憶手段Ｓａに保存する。
【０１２８】
　また、管理装置Ｓは、この場合、通知されてきた放射線画像撮影装置１のカセッテＩＤ
が、それ以前に、他の撮影室Ｒ２の撮影室ＩＤと対応付けられていたものであるから、記
憶手段Ｓａにおける撮影室Ｒ２の撮影室ＩＤと当該放射線画像撮影装置１のカセッテＩＤ
との対応付けを破棄する。
【０１２９】
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　そして、管理装置Ｓは、同時に、撮影室Ｒ２に対応付けられたコンソールＣ２に対して
削除信号とともに当該放射線画像撮影装置１のカセッテＩＤを送信し、コンソールＣ２に
、選択画面Ｈ２上から当該放射線画像撮影装置１のカセッテＩＤに対応するアイコンＩ－
１を削除させる。
【０１３０】
　このように、撮影室Ｒ１のクレードル５５に当該放射線画像撮影装置１が挿入されて当
該放射線画像撮影装置１が新たに登録されることで、コンソールＣ１の選択画面Ｈ２上に
は当該放射線画像撮影装置１に対応するアイコンＩ－１が新たに表示されるとともに、コ
ンソールＣ２の選択画面Ｈ２上からは当該放射線画像撮影装置１に対応するアイコンＩ－
１が削除されて消える。
【０１３１】
　元の撮影室Ｒ２で放射線画像撮影装置１がブッキー装置５１に装填されていた場合には
、コンソールＣ２の選択画面Ｈ２上には図１６に示したようにブッキー装置５１に放射線
画像撮影装置１が装填されているようにアイコン表示されているが、撮影室Ｒ１のクレー
ドル５５で当該放射線画像撮影装置１が新たに登録されると、管理装置Ｓによる上記の処
理により、コンソールＣ２の選択画面Ｈ２上の上記のアイコン表示も消え、例えば図１６
のように表示されていたアイコン表示が図１７に示した表示のように切り替わる。
【０１３２】
　以上のように、本実施形態に係る放射線画像撮影システム１００によれば、撮影室Ｒの
登録手段であるクレードル５５から放射線画像撮影装置１の識別情報であるカセッテＩＤ
が通知されると、管理装置Ｓは、撮影室Ｒの識別情報である撮影室ＩＤと当該放射線画像
撮影装置１のカセッテＩＤとを対応付けて記憶する。また、管理装置Ｓは、当該放射線画
像撮影装置１のカセッテＩＤがそれ以前に他の撮影室Ｒの撮影室ＩＤと対応付けられてい
た場合には、当該他の撮影室Ｒの撮影室ＩＤと当該放射線画像撮影装置１のカセッテＩＤ
との対応付けを破棄する。
【０１３３】
　このように構成することで、複数の撮影室Ｒを備える放射線画像撮影システム１００に
おいて、放射線画像撮影装置１がいずれの撮影室Ｒに存在するかを管理装置Ｓで的確に管
理することが可能となる。
【０１３４】
　また、コンソールＣでは、撮影室Ｒのクレードル５５から放射線画像撮影装置１のカセ
ッテＩＤが通知されると、選択画面Ｈ２上に当該放射線画像撮影装置１に対応するアイコ
ンＩ－１を表示させるとともに、管理装置Ｓは、他の撮影室Ｒのクレードル５５から当該
放射線画像撮影装置１のカセッテＩＤが通知されると、放射線画像撮影装置１が存在して
いた元の撮影室Ｒに対応付けられた元のコンソールＣの選択画面Ｈ２上から当該放射線画
像撮影装置１に対応するアイコンＩ－１を削除させる。
【０１３５】
　このように構成することで、放射線画像撮影装置１が存在する撮影室Ｒに対応付けられ
たコンソールＣの選択画面Ｈ２には当該放射線画像撮影装置１に対応するアイコンＩ－１
が正しく表示され、また、当該放射線画像撮影装置１が撮影室Ｒにもはや存在しなくなっ
た場合には、撮影室Ｒに対応付けられたコンソールＣの選択画面Ｈ２上からは、管理装置
Ｓにより当該放射線画像撮影装置１に対応するアイコンＩ－１が自動的に削除される。
【０１３６】
　そのため、撮影室Ｒ内に放射線画像撮影装置１が存在するにもかかわらず当該放射線画
像撮影装置１の現在位置を把握できなくなるといった不具合や、当該放射線画像撮影装置
１が撮影室Ｒに存在しなくなったにかかわらず撮影室Ｒに対応付けられたコンソールＣの
選択画面Ｈ２上に当該放射線画像撮影装置１に対応するアイコンＩ－１が表示され続ける
等のシステム制御上の不具合が発生することを的確に回避して、放射線画像撮影システム
１００の適切な運用を図ることが可能となる。
【０１３７】
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　なお、本実施形態では、前述したように、ブッキー装置５１として撮影室Ｒに既存のＣ
Ｒカセッテ用のブッキー装置を用いることが想定されており、ブッキー装置５１に放射線
画像撮影装置１のみならずＣＲカセッテを装填して放射線画像撮影を行うことが可能であ
る。その際、撮影室Ｒ内に放射線画像撮影装置１とＣＲカセッテが混在する状態となるが
、それらが適宜判別されて用いられるように構成することが可能である。
【０１３８】
　また、本実施形態では、全ての撮影室Ｒ１～Ｒ４に立位撮影用のブッキー装置５１Ａと
臥位撮影用のブッキー装置５１Ｂとがそれぞれ備えられている場合が示されているが、各
撮影室Ｒに備えられるブッキー装置５１の種類は任意であり、立位撮影用のブッキー装置
５１Ａのみが備えられている撮影室Ｒや臥位撮影用のブッキー装置５１Ｂのみが備えられ
ている撮影室Ｒが混在するような場合でも本発明を適用することができる。
【０１３９】
　さらに、本実施形態では、図１や図２に示したように、放射線画像撮影システム１００
が複数の撮影室Ｒ（Ｒ１～Ｒ４）と複数のコンソールＣ（Ｃ１～Ｃ３）を備えて構成され
る場合について説明したが、図１８や図１９に示すように、複数の撮影室Ｒ（Ｒ１～Ｒ４
）と１つのコンソールＣとを備えて構成される放射線画像撮影システム２００に対しても
本発明を適用することができる。
【０１４０】
　この場合、例えば、コンソールＣと撮影室Ｒ１とが対応付けられた状態で、すなわち、
コンソールＣの選択画面Ｈ２上に撮影室Ｒ１内に存在する放射線画像撮影装置１やブッキ
ー装置５１に対応する各アイコンＩ－１、Ｉ－５１が表示される状態で、撮影室Ｒ１から
放射線画像撮影装置１が例えば撮影室Ｒ２に持ち運ばれて、当該放射線画像撮影装置１が
撮影室Ｒ２の登録手段であるクレードル５５に挿入されて登録された場合には、管理装置
Ｓにより、撮影室Ｒ１内に存在する放射線画像撮影装置１やブッキー装置５１に対応する
各アイコンＩ－１、Ｉ－５１が表示されたコンソールＣの選択画面Ｈ２上から当該放射線
画像撮影装置１に対応するアイコンＩ－１が削除される。
【０１４１】
　このように、複数の撮影室Ｒ（Ｒ１～Ｒ４）と１つのコンソールＣとを備える放射線画
像撮影システム２００においても、上記の実施形態に係る放射線画像撮影システム１００
と同様に、放射線画像撮影装置１がいずれの撮影室Ｒに存在するかを管理装置Ｓで的確に
管理することが可能となるとともに、不具合の発生を的確に回避して、放射線画像撮影シ
ステム２００の適切な運用を図ることが可能となる。
【０１４２】
　なお、放射線画像撮影システム２００においては、コンソールＣに管理装置Ｓの機能を
持たせる等して、コンソールＣと管理装置Ｓとを一体的に構成することも可能である。
【０１４３】
　また、その他、本発明が本実施の形態に限定されず、適宜変更可能であることはいうま
でもない。
【符号の説明】
【０１４４】
　１　放射線画像撮影装置（可搬型放射線画像撮影装置）
　４１　アンテナ装置（通信手段）
　５１　ブッキー装置
　５１ｂ　通知手段
　５２　放射線発生装置
　５５　クレードル（登録手段）
　１００、２００　放射線画像撮影システム
　Ｃ　コンソール
　Ｃａ　表示部
　Ｈ２　選択画面
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　Ｉ　アイコン
　Ｒ　撮影室
　Ｓ　管理装置



(22) JP 5605369 B2 2014.10.15

【図１】



(23) JP 5605369 B2 2014.10.15

【図２】



(24) JP 5605369 B2 2014.10.15

【図３】

【図４】



(25) JP 5605369 B2 2014.10.15

【図５】

【図６】



(26) JP 5605369 B2 2014.10.15

【図７】

【図８】



(27) JP 5605369 B2 2014.10.15

【図９】



(28) JP 5605369 B2 2014.10.15

【図１０】



(29) JP 5605369 B2 2014.10.15

【図１１】

【図１２】



(30) JP 5605369 B2 2014.10.15

【図１３】



(31) JP 5605369 B2 2014.10.15

【図１４】



(32) JP 5605369 B2 2014.10.15

【図１５】

【図１６】



(33) JP 5605369 B2 2014.10.15

【図１７】



(34) JP 5605369 B2 2014.10.15

【図１８】



(35) JP 5605369 B2 2014.10.15

【図１９】



(36) JP 5605369 B2 2014.10.15

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００６－２４７１４１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－０４５４３５（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００６／１０９５５１（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　　６／００　　　　
              ＪＳＴＰｌｕｓ／ＪＭＥＤＰｌｕｓ／ＪＳＴ７５８０（ＪＤｒｅａｍＩＩＩ）


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

